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北海道立特別支援教育センターは、北海道におけ

る特別支援教育の振興を図るため設置され、次の事

業を行います。 

１ 道民の特別支援教育に関する相談に応ずること 
２ 特別支援教育に関する専門的、技術的事項の調査研究

を行うこと 

３ 教育関係職員の特別支援教育に関する研究の相談に応

じ、又は資料の提供等を行うこと 

４ 教育関係職員の特別支援教育に関する研修を行うこと 

５ 特別支援教育に関する資料の収集及び保存を行うこと 

６ その他特別支援教育の振興を図るために必要な事業 

（北海道立特別支援教育センター条例 第３条） 

昭和62年 4月 北海道立特殊教育ｾﾝﾀｰ開設準備室設置 

  9月 北海道立特殊教育ｾﾝﾀｰ開所(1課5教育室体制) 

昭和63年  3月 研究紀要第1号発行 

  4月 長期研修生受入を開始 

平成 4年  9月 第16回全国特殊教育ｾﾝﾀｰ協議会｢北海道大会｣を開催 

平成 6年  4月 企画調整課を設置(2課5教育室体制) 

平成 7年  7月 北海道海外技術研修員を受入(アルゼンチン共和国) 

平成 8年  9月 北海道立特殊教育ｾﾝﾀｰ開所10周年 

平成10年  4月 企画調整課を廃止し､教育課､情報教育室を設置(2課6教育室体制) 

平成11年  4月 精神薄弱教育室を知的障害教育室に改称 

平成14年  8月 開所15周年｢特別シンポジウム｣を開催 

平成18年 11月 開所20周年｢北海道の特別支援教育を考える集い｣を開催 

平成19年  4月 北海道立特別支援教育ｾﾝﾀｰに改称 

平成21年  4月 情緒障害教育室を自閉症･情緒障害教育室に改称 

平成24年  3月 情報教育室を廃止(2課5教育室体制) 

平成28年  4月 発達障がい教育室を設置(2課6教育室体制)、教育室の表記の改正 

平成28年 11月 開所30周年｢これからの特別支援教育セミナー｣を開催 

平成29年  4月 教育課に主査1名(室長兼務)を配置 

北海道立特別支援教育センターは、併設の北海道立

心身障害者総合相談所、北海道中央児童相談所と連携

して事業を進めています。 

 各機関の機能や専門性を生かし、障がいのある幼児

児童生徒を多面的な角度から捉えた教育相談を行うほ

か、研修講座等における専門的な内容の講義や、職員

相互の専門性を高める研修会を行うなど、各機関の持

つ専門性の活用を通して、特別支援教育を推進するた

めの事業の充実を図っています。 

北海道立 

心身障害者総合相談所 

北海道 

中央児童相談所 

連携による事業の充実 

・教育相談の実施

・専門的な内容の講義

・職員相互の専門性向上

北海道立 

特別支援教育センター 



今日、特別な配慮を必要とする子供たちがその可能性を最大限に伸ばすとともに、自立と社会参

加に必要な力を培うための適切な指導・必要な支援の重要性が高まっています。 

私たちは、共生社会の形成に向けて、障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育シ

ステムの理念の下、全ての子供たちが、障がいの有無や多様な個性を互いに認め合い、支え合いな

がらともに学んでいくことのできる環境を醸成し、その先として、誰もが生き生きと活躍できる社

会が実現するよう、北海道の特別支援教育の充実を目指します。 

 そのため、当センターは、広域な北海道全域をカバーする専門機関として学校などの教育機関を

はじめ、教育局、市町村教育委員会、医療、保健、福祉等の関係機関と連携・協力するとともに、

特別支援教育を取り巻く道内外の動向も踏まえた行政課題や学校現場の喫緊の課題に機動的に対応

する業務運営を行い、北海道の特別支援教育の充実・発展に資する取組を推進します。 

北海道の広域性や地理的条件等に対応した支援体制の一層の充実に向けて、市町村等の各地域にお

ける主体的な取組を支援するとともに、特別支援教育の推進・発展に寄与する人材を育成するため、

専門機関として、より高いレベル及びニーズに応じた取組を重点的に進めます。 

○ 道内各市町村等における特別支援教育や教育実践等の推進に貢献する人材の育成や専門性向

上に係る支援等を行います。 

○ 特別支援教育に関する情報収集・情報発信を充実するとともに、道民の理解の促進及び、関係

団体等と連携した効果的な情報提供を行います。 

○ センターの機能を活かした教育相談を充実する取組を行います。

○ 道内市町村における就学相談・教育相談を担当する人材の育成に寄与する取組等を行います。

○ 特別支援教育におけるＩＣＴ利活用の推進等に寄与する取組等を行います。

○ 特別支援学校、幼稚園・保育所、小・中学校、高等学校、道内特別支援教育ネットワーク、教

育局、市町村教育委員会、道立教育研究所、大学等との連携を一層強化し、協同する取組等を行

います。 

○ 「Withコロナ・Afterコロナ」期における直面する教育課題の解決に資する取組等を行います。 

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の徹底に向けて、当センターにおけるガ

イドラインを作成・公表するほか、「新北海道スタイル」に即して事業を展開するなど、

道民の皆様、受講者や来所者が安心して当センターを利用できるよう取り組みます。 
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 特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒について、教育的な観点から発達や障がいの状態

を的確に把握し、保護者との学びの場を中心とした教育相談を行い、その健やかな成長・発達に

資することを目的としています。 

□ 来所教育相談

特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒について、学びの場や関わり方など本人・保護

者へ助言する教育相談を行います。また、相談の内容に応じて、近隣の特別支援学校や併設機

関（北海道立心身障害者総合相談所、北海道中央児童相談所）の専門的機能を生かした相談を

行います。

□ 巡回教育相談

遠方のため、当センターへの来所が困難な保護者がいる地域に相談員を派遣し、特別な教育

的支援を必要とする幼児児童生徒及び保護者に対し、学びの場等について助言する教育相談を

行います。 

□ 電話・メール教育相談

保護者からの教育相談に相談員が応対します。

□ 訪問教育相談

来所教育相談を受けた幼児児童生徒の継続的な支援のため、在籍する学校等の要請により、

相談担当者が学校等を訪問し、学校や関係機関と連携した教育相談を行います。 

□ 遠隔教育相談

遠方に居住する幼児児童生徒への継続的な支援に向け、来所又は巡回教育相談を受けた幼児

児童生徒が在籍する学校等の要請により、保護者と関係者がいる会場と当センターを映像で結

び、学校や関係機関と連携した教育相談を行います。 

・相談専用電話：011-612-5030

【受付】月～金曜日９:00～12:00、13:00～17:00（祝日・年末年始を除く） 

・メールアドレス：tokucensoudan@hokkaido-c.ed.jp

１ 目 的

２ 事業内容

３ 事業の実績

（令和２年（2020年）12月現在） 

※全ての相談が

無料です。

発達・障がい

の状態

57.1%学校教育

16.1%

就学

12.5%

不登校

12.5%

進路

1.8%

学校での具体的な支援につなげ

るため、発達の状態を主訴とする相

談が最も多く見られます。 

＜来所教育相談主訴の内訳＞ 

小学生

42.9%

中学生

39.3%

幼児

8.9%

高校生

8.9%

＜来所教育相談者の在籍状況＞ 

幼児、小・中学生の相談のほか、

近年、高校生の相談が増えています。 

通常の学級

58.9%
特別支援学級

23.2%

＜来所教育相談者の在籍学級状況＞ 

６割以上が通常の学級に在籍する

児童生徒からの相談です。 

幼稚
園等 

9.0％

通級に 
よる指導 
8.9％

○ 来所及び巡回教育相談の場合

・当センターWebページを御確認ください。

北海道立特別支援教育センターWebページ http://www.tokucen.hokkaido-c.ed.jp/

※巡回教育相談の申込方法については、お住まいの地域の市町村教育委員会にお問合せくだ

さい。

○ 遠隔教育相談の場合

・相談の概要

・実施までの手順

※遠隔教育相談は、来所又は巡回教育相談を受けた方が対象となります。

 

 

 

 

例２ 

 当センターとお子さんの在籍する学校等を

結び、お子さんの様子を同時に確認することに

より、より具体的な学習の指導方法や支援方法

を関係者とともに考えることができます。 

例１ 

 当センターとお子さんの在籍する学校、関

係機関等とを結び、お子さんの困っているこ

とや配慮事項について共有することにより、

より良い支援方法を探ることができます。 

４ 教育相談の申込方法及び実施方法等

５ 令和３年度（2021年度） 
巡回教育相談日程 
〔20会場〕 

・石狩・空知・胆振管内は、来所教育相談で対応しています。

・日程が変更になる場合があります。当センターWebページで御

確認ください。

 上   川 
富良野市 ６／７（月）～10（木） 
名 寄 市 ９／７（火）～９（木） 

 後   志 
岩 内 町 ７／13（火）～15（木） 
倶知安町 ７／28（水）～30（金） 

 日   高 
新ひだか町 ７／12（月）・13（火） 
浦 河 町 ７／14（水）・15（木） 

 渡   島 
八 雲 町 ８／18（水）・19（木） 

 檜   山 
江 差 町 ８／17（火） 

 留   萌 
留 萌 市 ６／29（火）～７／１（木）
羽 幌 町 ７／20（火）・  21（水）

 宗   谷 
稚 内 市 ６／29（火） 
豊 富 町 ６／30（水） 

オホーツク
網 走 市 ６／15（火）～17（木）
紋 別 市 ８／24（火）～26（木） 

 十   勝 
音 更 町 ６／21（月）・22（火） 
大 樹 町 ６／23（水）・24（木） 

 釧   路 
釧 路 市 ７／６（火）～８（木） 
釧 路 町 ７／６（火）～８（木） 

 根   室 
根 室 市 ６／15（火） 
中標津町 ６／17（木） 

保護者 学校等 当センター 要請（電話もしくはメール） 申込み 
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 北海道の特別支援教育における喫緊な課題の解決を図るため、実践的な研究の推進と成果の普及に

努めるとともに、特別支援教育に関する基礎的又は専門的な研修を行い、学校力と教職員のキャリア

ステージに応じた資質能力の向上に資することを目的としています。 

□ 研究事業

道内の教職員の専門性の向上を目指し、喫緊な課題の研究に取り組むとともに、その成果を全道

に普及します。 

【プロジェクト研究】 「特別支援学級における教育課程や指導・支援の充実に向けた調査研究」 

□ 研修事業

教職員や教育委員会職員等を対象とした研修会又は研修支援などに取り組みます。

〇 研修講座 ６講座 

集合研修を基本としながら、配信研修、遠隔研修といった多様な研修形態により、学校力の向

上や地域の特別支援教育の取組の充実、特別支援教育に関する今日的な課題解決などを目的に研

修を行います。 

〇 自主的コース ４コース 

集合研修を基本としながら、配信研修、遠隔研修といった多様な研修形態により、教職員等の

指導力の向上を目指し、日々の指導や業務を推進するために必要な知識・技能等を身に付けるこ

とを目的に研修を行います。 

〇 公開講義 ７講義 

遠隔研修により、特別支援教育の理解啓発の充実を図ることを目的に、研修講座の講義を一部

公開します。 

〇 研修支援 

特別支援教育に関わる教職員が、教育実践上の課題を自主的に解決するため、校内研修等への 

講師派遣や、当センターへの来所による研修等を行うことにより、学校力や教職員の指導力の向 

上を図ります。また、市町村教育委員会における支援体制の充実や人材育成の支援をするため、 

研修会や講習等を行うことにより、地域における特別支援教育の充実を図ります。 

・当センター所員を派遣する研修 ・当センターに来所して行う研修

・ＩＣＴを活用した研修

＜地域における教育相談の充実＞ 

・教育相談指導者養成講習（特別支援学校） ・教育相談担当者養成集中講座（小・中学校） 

１ 目  的 

２ 事業内容 

視覚障がい教育室、聴覚・言語障がい教育室、知的障がい教育室、 

肢体不自由・病弱教育室、自閉症・情緒障がい教育室、発達障がい教育室 

- 

（令和２年（2020年）12月現在） 

（令和２年（2020年）12月現在） 

３ 事業実績 

令和２年度（2020年度）研究紀要 第34号 

「自閉症・情緒障がい特別支援学級に在籍する児童生徒の適切な教育課程

編成に関する実践研究」 

＜ホームページ＞ http://www.tokucen.hokkaido-c.ed.jp/ 

 基本的な内容から専門的な内容

まで幅広く研修を設定しています。 

研修支援

研修講座・自主的コース・公開講義

 各障がい種、指導や支援の方法、学習指導要

領に関する内容が多くを占めています。 

幼稚園等及び小学校の受講者数が

65％以上を占めています。 

 特別支援学校、小学校、中学校の順

に受講者数が多くなっています。 

 様々な経験年数や課題に対

応した研修を設定しています。 

研修事業

研究事業

＜研修講座別受講者の割合＞ 

 ＩＣＴを活用した研修の受講者数が

50％以上を占めています。 

＜ＩＣＴを活用した研修支援の校種別利用者の割合＞

自立活動

25.0%

寄宿舎指導員

14.4%

小・中学校等

特別支援教育

18.5%

特別支援学校

専門性向上

19.4%

発達障がい

専門性向上

16.5%

教育相談実践

6.2%

＜研修講座別受講者の割合＞

特別支援教育

基本セミナー

5.0%

特別支援教育

通常の学級対応

47.7%

高等学校

特別支援教育

3.4%

特別支援教育

課題対応

1.1%

幼稚園等

特別支援教育

42.8%

＜自主的コース別受講者の割合＞

＜研修種別受講者数の割合＞ 

来所による研修支援 

1.3% 

ＩＣＴを活用した

研修

52.4%

当センター職員を

派遣する研修支援

38.4%

北海道教育委員

会主催の研修会

7.4%

来所による研修支援

1.3%

特セン

「移動講座」

0.5%

＜研修種別受講者数の割合＞

特別支援学校

52.3%

小学校

9.9%

中学校

5.3%認定こども園・

幼稚園・保育所

3.1%

高等学校

0.8%

その他

28.6%

＜校種別受講者の割合＞

各障がい種

37.9%

指導や支援

25.8%

学習指導要領

18.2%

教育相談

1.5%

その他

16.6%

＜研修支援の内容の割合＞

小学校

35.9%

認定こども園・

幼稚園・保育所

30.7%

特別支援学校

13.5%

中学校

11.9%

高等学校

6.8%

その他

1.2%

＜校種別受講者の割合＞
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特別支援教育に関する情報収集や資料作成、Webページ等による情報発信など、特別支援教

育に関する取組の周知を図るとともに、障がいの状態に応じたＩＣＴ利活用の充実に向けた取
組を行い、本道の特別支援教育の進展に資することを目的としています。 

□ 特別支援教育に関する情報収集・情報発信 

○ 図書・資料の収集

特別支援教育に関する図書や資料等を収集・公開し、特別支援教育に関する理解啓発を図り

ます。 

○ 刊行物・発行資料の作成及び配付

道内の特別支援学校と連携し、刊行物を作成するとともに、学校及び医療、保健、福祉、労

働等の関係機関へ配付し、広く社会に特別支援教育に関する理解啓発を図ります。 

○ 特別支援教育に関する最新情報等の発信

国及び本道の施策や道内の特別支援学校の教育活動、教育局及び市町村教育委員会の取組

等、特別支援教育に関する最新の情報を発信します。 

・当センターWebページや公式Twitter、特別支援教育YouTubeチャンネルによる情報発信

・ホール等を活用した展示及び作品展等の実施

□ 特別支援教育におけるＩＣＴ利活用の推進 

○ 当センターＩＣＴ環境の整備

遠隔研修や遠隔教育相談をはじめ、当センター事業におけるＩＣＴ利活用が一層充実するよ

う、ＩＣＴに関する技術的なサポートや機器の整備、維持管理を行います。 

○ ＩＣＴ利活用に関する情報提供

特別支援教育におけるＩＣＴ利活用に関する最新情報や実践事例等について収集・発信する

とともに、動画教材やオンデマンド教材等を配信するなど、学校でのＩＣＴ利活用に向けた取

組が促進されるよう支援します。 

１ 目  的 

２ 事業内容 

３ 事業実績 

＜Twitter 閲覧数とフォロワー数の推移＞  

（令和２年（2020年）12月現在） 

＜Twitter の更新内容の内訳＞ ＜情報発信手段と閲覧数の内訳＞ 
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閲覧数 フォロワー数（月末）

Webページ

55.5%
公式Twitter

42.3%

特別支援教育

YouTubeチャンネル

2.2%

 当センターWebページが約

56％、公式Twitterが約42％を

占めています。 

 国の施策や当センター事業に
関する情報提供が、全体の約42

％を占めています。 

 閲覧数が月平均で約28550あ

るほか、フォロワー数は平均23

名ずつ増加しています。 

国の施策

24.5%

特セン事業

17.3%

参考資料

14.3%

新型コロナウイルス関連情報

11.2%

研修会情報

10.2%

学校の教育活動

8.2%

道の施策

5.1%

ＩＣＴの活用

4.1%

障がい理解・啓発

4.1% その他

1.0%
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8

１ 地下鉄東西線「円山公園」下車 

２ 円山バスターミナルから 

循環円１５ 動物園線（円山西町神社前行） 

又は 

循環円１６ 動物園線（円山西町２丁目行）に乗車 

３ 「円山西町２丁目」で下車、徒歩５分 






